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─────────────────────────────────────────── 

平成29年 第４回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日） 

平成29年12月11日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

平成29年12月11日  午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第65号 平成２９年度築上町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第２ 議案第66号 平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て 

 日程第３ 議案第67号 平成２９年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第４ 議案第68号 平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第３号）について 

 日程第５ 議案第69号 平成２９年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第６ 議案第70号 築上町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第71号 築上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第８ 議案第72号 築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第73号 築上町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第10 議案第74号 築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第11 議案第75号 築上町国営椎田土地改良施設の維持管理に関する条例の制定について 

 日程第12 議案第76号 築上町有機液肥製造施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 陳情第１号 ２０１８年度教育条件整備陳情書 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第65号 平成２９年度築上町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第２ 議案第66号 平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て 

 日程第３ 議案第67号 平成２９年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ
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いて 

 日程第４ 議案第68号 平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第３号）について 

 日程第５ 議案第69号 平成２９年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第６ 議案第70号 築上町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第71号 築上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第８ 議案第72号 築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第73号 築上町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第10 議案第74号 築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第11 議案第75号 築上町国営椎田土地改良施設の維持管理に関する条例の制定について 

 日程第12 議案第76号 築上町有機液肥製造施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 陳情第１号 ２０１８年度教育条件整備陳情書 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 宗  晶子君       ２番 小林 和政君 

３番 鞘野 希昭君       ４番 池亀  豊君 

５番 工藤 久司君       ６番 宮下 久雄君 

８番 信田 博見君       ９番 田村 兼光君 

10番 塩田 文男君       11番 武道 修司君 

12番 丸山 年弘君       13番 田原 宗憲君 

14番 吉元 成一君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 有永 義正君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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  局長 木部 英明君       総務係長 脇山千賀子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  教育長 ………………… 亀田 俊隆君 

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 永野 賀子君 

総務課長 ……………… 八野 繁博君  財政課長 ……………… 元島 信一君 

企画振興課長 ………… 江本 俊一君  人権課長 ……………… 武道  博君 

税務課長 ……………… 江本昭二郎君  住民課長 ……………… 神崎 博子君 

福祉課長 ……………… 椎野 満博君  産業課長兼農委局長 … 今富 義昭君 

建設課長 ……………… 神崎 秀一君  都市政策課長 ………… 竹本 信力君 

上水道課長 …………… 福田 記久君  下水道課長 …………… 西田 哲幸君 

総合管理課長 ………… 吉留梯一郎君  環境課長 ……………… 長部 仁志君 

商工課長 ……………… 野正 修司君  学校教育課長 ………… 鍛治 孝広君 

生涯学習課長 ………… 柿本直保美君  監査事務局長 ………… 石井  紫君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（田村 兼光君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１３名です。定足

数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ただいまから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第６５号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、議案第６５号平成２９年度築上町一般会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。武道議員。 

○議員（１１番 武道 修司君）  おはようございます。 

 ページの１７ページ、林業の振興費の部分です。 

 ６款２項２目の工事請負費で２４０万円上がっています。これはもう展望台の整備費という形

で上がっているものだろうと思いますが、整備をする必要性というのは重々私も感じているし、

昔、この国見山のてっぺんに登ったときに、周りが一望できるというふうな状況で、確かに必要

性を感じています。 

 ただ、つくったらいいというものではないと思うんです。この、つくった後に、どのような活

CA0449
ハイライト表示

CA0449
ハイライト表示



- 24 - 

用をするのか、これをどのような形でアピールをしていって、皆さんに、この場に来ていただく

というコンセプトというか、考え方を持っているのか、その点がわかれば教えていただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（田村 兼光君）  今富産業課長。 

○産業課長兼農委局長（今富 義昭君）  産業課、今富でございます。 

 ただいまの武道議員の質問でございますが、展望台をつくった後については、今現在、展望台

から見える景色等が、林に覆われて下のほうが見えないというような現状もございますので、そ

こら辺を整備しながら、広報やいろいろな商工課の観光等も含めながら、一緒に広報していきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  ほかにございませんか。宗議員。 

○議員（１番 宗  晶子君）  議案第６５号平成２９年度一般会計補正予算、４ページの債務負

担行為、庁舎建設事業について、お尋ねいたします。 

 そもそも、債務負担行為というものは、地方自治法第２１１条の予算単年度主義の原則及び第

２３２条の３の原則に基づくと、本補正、済いません、これ、各所管なんで質問できないですね、

きょうは。してもいいですか、議長。 

○議長（田村 兼光君）  そりゃあ、あんた、あんたたちが良識でやってください。言うときは明

確に、簡素化に、ぱっとわかるように言うてやって。 

○議員（１番 宗  晶子君）  議長に許可を求めますが、いかがでしょうか。各所管なので、本

日の発言の許可をいただけるようでしたら、発言したいと…… 

○議長（田村 兼光君）  議長に許可と言ったって、あんた、事前に打ち合わせもないでだまし言

われたって。 

○議員（１番 宗  晶子君）  済いません。 

○議長（田村 兼光君）  そうやろ。んで、あんたたちは委員会でもあることやけよ。なるべくな

ら、本当はきょうは言わんやったけど、委員会付託案件じゃから、自分たちの案件じゃなかれば

資料として言うて、委員会で言うようになっておりますので。なるべく難しい、いろんな込み入

ったことは委員会でするように言ってください。 

○議員（１番 宗  晶子君）  済いません。では、私は本議案に関して、ちょっと重大な欠陥が

あるかと思いますので、それだけはお話しさせてください。よろしいでしょうか。 

○議長（田村 兼光君）  それは、議員は質疑するのが職業でね。 

○議員（１番 宗  晶子君）  質問です、それが正しいのかどうかを質問したいと思いますが、

言ってもいいでしょうか。 
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○議長（田村 兼光君）  それは、言うて悪いことなら、あんたもう言わないい…… 

○議員（１番 宗  晶子君）  はい、もちろんです。まだまだ２年目で新米なので…… 

○議長（田村 兼光君）  いや、そんなことはないよ。そりゃあ、今さっきわしは言いよろうね。

きょうは、ここでいろんなことを決めるところじゃないわけやろ。だから、委員会付託じゃから、

なるべくなら本会議でのそういう込み入ったことは抜きにして、逃げるんじゃないけれども、委

員会のときにやってくださいと。ほで、自分の委員会やないで、ほかの所管の場合は、ルールを

持って、事務局にしたら、その委員会の日にその担当者が上がってくるじゃない。 

○議員（１番 宗  晶子君）  では、必要な書類が添付されていないかという疑問があるので、

それだけ言わせてください。 

○議長（田村 兼光君）  なら、ちょっとだけ。 

○議員（１番 宗  晶子君）  ありがとうございます。お手間とらせて申し訳ありません。 

 議案に債務負担行為が上程される場合は、通常、調書というものが必要かと思います。で、調

書というのは、一般会計予算の当初には、債務負担行為について、１３９ページに関して、ちょ

っと長いんですけど読みます。 

 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについて、前年度前の支出額または支出額の見込み

及び当該年度以降の支出予定額に関する調書というものを添付しなくてはならないということで、

地方自治法施行令第１４４条に、地方自治法第２１１条第２項に規定する政令定める予算に関す

る説明書は、次のとおりとするということで、１番が給与費の内訳、そして２番が継続費、３番

が債務負担行為、４番が地方債の件で、給与に関しては、今回補正予算で議案第６５号の最後の

ほうに、きちんと添付されております。 

 しかし、債務負担行為が補正される場合も、この１８９ページと同じような調書で、変更があ

る場合は添付しなければならないということが、法令に定められていると思うんです。私はこの

ような議案が上程されることに、やはり抗議を申し上げさせていただきたいと思いますし、議員

必携を読みますと、こちらには、議案の撤回、訂正は、これが訂正になるのか撤回になるのかは

ちょっとわかりませんけれども、きちんと判断した上で、さらに委員会にかけていただきたいと

思います。 

 なぜ調書が添付されていないのか、御説明をお願いいたします。 

○財政課長（元島 信一君）  財政課、元島でございます。 

 債務負担行為の調書につきましては、当初予算のほうには計上しておりますけども、従来何度

か、今議会だけではなく、前々回といいますか、債務負担行為の補正を行ったときも調書をつけ

ておりませんでしたので、今回も添付をしておりません。 

 以上でございます。 
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○議長（田村 兼光君）  宗議員。 

○議員（１番 宗  晶子君）  では、自治法令を違反した行為をずっと行っていたということで

すね。今回に関してはどうするのか、しっかり執行部のほうで御検討した上で、回答を求めたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（田村 兼光君）  ほかにございませんか。工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  ページ１０ページの２款１項６目の、空き家改修事業の、ちょっ

と説明をお願いしたいんですが、金額的には１３０万円、あと撤去補助１０万円、奨励金ですか

ね、１０万円と、不動産の仲介手数料２０万円という形で上がっております。今、空き家対策に

進捗状況も含めて、この事業を行うきっかけというか、どういう形でこの空き家バンク等を進め

ていくのかというのを含めて、回答をお願いしたいと思います。 

○議長（田村 兼光君）  江本企画振興課長。 

○企画振興課長（江本 俊一君）  企画振興課、江本でございます。 

 先ほどの工藤議員の、空き家関係の補助金ということでございますが、総額１７０万円、補正

をお願いしております。中身は説明に書いておりますとおり、空き家の改修補助金、空き家の家

財撤去補助金、空き家成約奨励金、不動産仲介手数料助成金でございます。 

 これにつきましては、空き家バンク事業につきましては、平成２４年より、空き家の有効活用

をということで開始しておりましたが、なかなか登録、成約が進みませんで、ところでございま

したですけど、平成２７年に地方創生総合戦略ということで、人口減少対策というものも意味合

いから含まれてきまして、（  ）に力を入れるということで、こういう登録、成約関係を促進

するという意味合いから、こういう補助金を本年度より創設しております。 

 本年度は５軒分の当初予算で上げさせていただいておりましたが、年度内に５軒分の消化が見

込まれることから、年度末にかけて、今回２軒分について、上げさせていただいたところでござ

います。 

 この空き家につきましては、当初は空き家バンクだけでございましたが、地方創生の観点から、

定住移住促進に、これからはつなげた施策に発展させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田村 兼光君）  いいですか。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第６５号は、厚生文教、総務産業建設それぞれの委員会に

付託します。 

────────────・────・──────────── 
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日程第２．議案第６６号 

○議長（田村 兼光君）  日程第２、議案第６６号平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第６６号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６７号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、議案第６７号平成２９年度築上町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第６７号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６８号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４、議案第６８号平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第６８号は、総務産業建設常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第６９号 

○議長（田村 兼光君）  日程第５、議案第６９号平成２９年度築上町下水道事業会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第６９号は、総務産業建設常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 
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日程第６．議案第７０号 

○議長（田村 兼光君）  日程第６、議案第７０号築上町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７０号は、総務産業建設常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第７１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第７、議案第７１号築上町職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７１号は、総務産業建設常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第７２号 

○議長（田村 兼光君）  日程第８、議案第７２号築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７２号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第７３号 

○議長（田村 兼光君）  日程第９、議案第７３号築上町子ども医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７３号は、厚生文教常任委員会に付託します。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第７４号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１０、議案第７４号築上町重度障害者医療費の支給に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７４号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第７５号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１１、議案第７５号築上町国営椎田土地改良施設の維持管理に関

する条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７５号は、総務産業建設常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第７６号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１２、議案第７６号築上町有機液肥製造施設条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第７６号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．陳情第１号 

○議長（田村 兼光君）  ここで、追加案件です。日程第１３、陳情第１号２０１８年度教育条件

整備陳情書についてを議題とします。 

 ただいま議題となっています、陳情第１号は、厚生文教常任委員会に付託します。 

 これで、議案、質疑及び委員会付託を終了します。 

 なお、所管委員会以外の議案質疑を希望される議員は、あすの正午までに、事務局に所定の様

式で申し出てください。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 これで散会します。御苦労さんでした。 

午前10時17分散会 

────────────────────────────── 

CA0449
ハイライト表示


	議事日程（第２号）
	出席議員（13名）
	説明のため出席した者の職氏名
	日程第１．議案第６５号
	日程第２．議案第６６号
	日程第３．議案第６７号
	日程第４．議案第６８号
	日程第５．議案第６９号
	日程第６．議案第７０号
	日程第７．議案第７１号
	日程第８．議案第７２号
	日程第９．議案第７３号
	日程第１０．議案第７４号
	日程第１１．議案第７５号
	日程第１２．議案第７６号
	日程第１３．陳情第１号
	散会

